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別表

１ 本件行政文書１

開示しない部分 開示しない理由

２ページ中、 ・条例第７条第３号該当

・上から15行目25字目～28字目 個人が識別される情報であるため。

・上から21行目25字目～28字目

・上から22行目３字目～６字目

３ページ中、上から30行目25字目

～28字目

３ページ中、上から21行目11字目 ・条例第７条第６号該当

～同25行目 県と独立行政法人との相互間における協議に関する情報

であって、具体的な意思決定の前段階としての選択肢に関

する自由討議であり、時期尚早な段階で公にすることによ

り、外部からの干渉等の影響を受け、意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがあるため。

２ページ中、 ・条例第７条第７号該当

・上から22行目８字目～17字目 独立行政法人が行う人事管理の事務に関する情報であっ

・上から22行目28字目～同24行目 て、県と相互間のみでの共有を前提とした情報であり、公

・上から29行目～同32行目35字目 にすることにより公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ

すおそれがあるため。

３ページ中、上から34行目～同35

行目

４ページ中、上から５行目～同６

行目４字目

１ページ中、 ・条例第７条第６号該当

・上から11行目１字目～６字目 県と独立行政法人との相互間における協議に関する情報

・上から12行目20字目～23字目 であって、時期尚早な段階で公にすることにより、外部か

・上から13行目17字目～22字目 らの干渉等の影響を受け、率直な意見交換と意思決定の中

・上から22行目20字目～23字目 立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

・上から30行目28字目～34字目 ・条例第７条第７号該当

県が行う医師派遣または独立行政法人が行う人事管理の

２ページ中、上から９行目14字目 事務に関する情報であって、県と独立行政法人相互間のみ
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～同15行目17字目 での共有を前提とした情報であり、公にすることにより公

正かつ円滑な医師派遣または人事管理に支障を及ぼすおそ

３ページ中、 れがあるため。

・上から７行目～同９行目２字目

・上から15行目18字目～同16行目

４ページ中、

・上から７行目１字目～28字目

・上から12行目１字目～２字目

・上から15行目１字目～２字目

・上から15行目16字目～24字目

・上から24行目～同31行目

２ 本件行政文書２

開示しない部分 開示しない理由

１ページ中、 ・条例第７条第３号該当

・上から22行目17字目～20字目 個人が識別される情報であるため。

・上から24行目９字目～12字目


